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本店移転に伴う定款の一部変更に関するお知らせ 
  

当社は、平成 22 年 5月 13日開催の取締役会において、平成 22 年６月 25 日開催予定の第 40期株主

総会で「定款一部変更の件」が承認されることを条件として、下記の通り本店移転を行うことを決議

いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．本店移転の内容 

移転先 

東京都世田谷区用賀四丁目 10 番 1号 

 

２．変更の理由 
本社を東京都渋谷区から東京都世田谷区に移転することに伴い、現行定款第３条（本店の所

在地）を変更するものであります。また、当該規定の効力発生日に関する附則を設けるもので
あります。 

 
３．変更の内容 

変更の内容は以下のとおりであります。 
（下線部分は変更箇所を示しております。） 

現行定款  変更案  

  
（本店の所在地） （本店の所在地） 
第３条 当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。 第３条 当会社は、本店を東京都世田谷区に置く。 
  
（新設） 附則第１条 定款第３条（本店の所在地）の変更は、

平成22年8月31日までに開催される取締
役会において決定する本店移転日をもっ
て、その効力を生ずるものとする。本条は、
効力発生日経過後削除する。 

 
４．日程 

定款変更のための株主総会  平成 22 年６月 25 日（予定） 
定款変更の効力発生日  平成 22 年６月 25 日（予定） 
 

以  上 


